
 

シャロロングッズの販売対象につきまして 

 

シャロロングッズの販売について当初は制限なく皆さまにお買い求め

いただけるようにと考えておりましたが、当協同組合の本来の事業目的

である「東京社会保険労務士協同組合の組合員に資する」という範囲での

販売を行う事となりましたため、今回の対象は当組合員を含む東京都社

会保険労務士会会員のみとさせていただきたく存じます。 

販売のご案内後にお知らせする事となり誠に申し訳ございませんが、

何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。 
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